
作成：キユーピー・アヲハタ健康保険組合
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＜操作マニュアル＞

がん検診システム

対 象 者：キユーピー・アヲハタ健康保険組合に加入している被保険者（本人）

女性 ２０歳以上 ／ 男性 ３５歳以上
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3/14契約健診機関 予約～受診の流れ

① ご自身で契約健診機関へ予約をする

② 「がん検診システム」で申込書を作成、印刷して
健診機関へFAXする
※予約後は、速やかにFAXをお願いします。

問診票や検査キットなど、健診機関から郵送物を
発送するために必要です。

③ 受診当日、申込書の原本を健診機関へ提出する
※当日の受診券代わりになります。



4/14契約健診機関 申込書作成方法

１．イントラメニューから 「がん検診システム」 をクリック

※メニューの位置は会社・部署によって異なります

２．個人情報保護法における利用目的を確認後、
「了解しました」 をクリック



5/14契約健診機関 申込書作成方法

３．「がん検診等申込書 作成画面」 をクリック

ここをクリックすると、契約健診機関の
一覧（エクセル）がダウンロードされます

申込書は、健診機関に予約を
とってから行ってください



6/14契約健診機関 申込書作成方法

4．契約年度を選択し、「申込書登録画面」をクリック

※契約年度 【健保組合の年度：４月１日～翌３月３１日】

（例）2024年度 → 2024年4月1日～2025年3月31日の受診

011－99999011－99999

健保 くみ （ｹﾝﾎﾟ ｸﾐ）

9999999

1985/4/1 （37歳）

受診者の基本情報が
表示されます



7/14契約健診機関 申込書作成方法

５．詳細情報、予約情報を入力・選択する

住所：会社へ登録している住所が反映されています。
健診機関から問診票や検査キットを発送する際の送付先になります。
必要に応じて、受け取れる住所に修正してください。

連絡先（電話番号）：健診機関からの連絡等で必須のため、必ずつながる
電話番号を入力してください。

健診機関に予約をとった日：予約の連絡をとった日（電話をした日など）を入力
受診日：実際に受診する日を入力



8/14契約健診機関 申込書作成方法

６．予約している検診コースを選択する（１）

健診機関を選択すると、受診者の性別・年齢によって
選択できる検診のボタンが押せるようになります。

定健との同日受診：（一部の人のみ表示）
定期健康診断と同日にがん検診を受診できる事業所に所属
している人のみ、この選択肢が表示されます。
「はい」 を選択すると、申込書に 『定期健康診断と同日受診です』
と印字されます。

健診機関情報：健診機関に関する注意事項など



9/14契約健診機関 申込書作成方法

６．予約している検診コースを選択する（２）

予約している検診コースを選択



10/14契約健診機関 申込書作成方法

７．検診コースをすべて選んだら、「登録」 をクリック

コースを修正したい場合は
「クリア」をクリック



011－99999

健保 くみ （ｹﾝﾎﾟ ｸﾐ）

9999999

1985/4/1 （37歳）

11/14契約健診機関 申込書作成方法

８．登録した内容を印刷し、健診機関へFAX

こちらに登録内容が表示されます。
「印刷」 をクリックし、申込書を印刷して速やかに健診機関へ
ＦＡＸしてください。

※ 登録した検診コースが２つ以上の場合、ラインが複数表示され
ますが、１ヶ所の健診機関に対して印刷は１枚で大丈夫です。

申込書作成は以上です。
ＦＡＸ後、印刷した原本は受診当日に健診機関へ提出してください。



12/14予約内容を変更・キャンセルした場合

011－99999

健保 くみ （ｹﾝﾎﾟ ｸﾐ）

9999999

1985/4/1 （37歳）

先に健診機関へ変更・キャンセルの連絡をとってください。
変更・キャンセルした検診コースを取消してください。

変更の場合：取消後、申込書登録画面から再度登録し、
印刷して健診機関にFAXし直してください。

キャンセルの場合：取消のみで完了

状況が 「受診済」 に更新されている場合、
取消はできません



13/14過去の健診情報（2023年度～）について

011－99999

健保 くみ （ｹﾝﾎﾟ ｸﾐ）

9999999

1985/4/1 （37歳）

★契約健診機関の受診から約２～３ヶ月後、
「予約済」から「受診済」に更新されます。

★実際の受診内容と相違があった際は、健保組合で
修正する場合があります。

★以下の受診も、こちらに「受診済」で登録されます。

・契約外の健診機関を受診し、健保へ補助金請求した分
・会社での団体がん検診を受診した分（健保補助適用）
この登録は健保組合が行いますので、本人が登録する
必要はありません。

★「受診済」になったラインの取消はできません。



14/14よくあるお問合せ Q＆A

Q：予約をとって申込書も作成済みでしたが、キャンセルしたいです。
がん検診システムの登録はそのままでも大丈夫ですか？

A：まずは予約された健診機関へキャンセルの連絡をとってください。
がん検診システムは、予約済みのまま登録が残ってしまいます。
登録の取消を行ってください。（マニュアル １２ページ参照）

Q：予約をとって申込書も作成済みでしたが、日にちや受診するコースを変更したいです。
手続き等はどうすればよいですか？

A：まずは予約された健診機関へ変更内容の連絡をとってください。
がん検診システムは、一度登録された内容の取消を行ってください。 （マニュアル １２ページ参照）
その後に再度、申込書の作成と健診機関へのＦＡＸをしてください。

Q：健保の補助対象ではない検査も、オプションで予約しました。
申込書作成はどうすればよいですか？

A：がん検診システムは、健保の補助対象の検診コースしか登録できません。
申込書を印刷後、手書きで構いませんので 『オプションの○○検査は自費で受診』 など、
分かるように記入して健診機関へＦＡＸしてください。


